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滞
納
！

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
納
め
た
税
金
は
、
福
祉
、

教
育
、
環
境
、
防
災
な
ど
の
身
近
な
行
政
サ

ー
ビ
ス
や
事
業
を
実
施
す
る
う
え
で
大
切
な

財
源
で
す
。
税
金
の
滞
納
は
財
政
を
圧
迫
し
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を
き
た
す
だ
け
で
な

く
、
納
期
限
内
に
税
金
を
納
め
て
い
る
多
く

の
市
民
の
皆
さ
ん
と
の
公
平
性
を
欠
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

９
月
か
ら
12
月
は

　

『
滞
納
整
理
強
化
期
間
』

　

財
源
を
確
保
し
、
納
税
モ
ラ
ル
の
向
上
を

図
る
た
め
、
市
で
は
、
県
、
広
域
事
務
組
合

と
連
携
し
、
9
月
か
ら
12
月
を
県
下
一
斉
の

「
滞
納
整
理
強
化
期
間
」
と
定
め
、
滞
納
と

な
っ
て
い
る
税
金
に
つ
い
て
、
財
産
の
差
し

押
さ
え
を
中
心
と
し
た
滞
納
整
理
に
集
中

的
・
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
付

さ
れ
な
か
っ
た
人
に
は
、

督
促
状
や
催
告
書
を
送

付
し
自
主
納
付
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
が
、
未

だ
納
付
さ
れ
て
い
な
い

滞
納
者
に
対
し
て
は
、

預
貯
金
や
不
動
産
の
保

有
状
況
の
調
査
、
勤
務

先
や
取
引
先
へ
の
支
払

状
況
の
調
査
な
ど
の
財

産
調
査
を
行
っ
た
う
え
で
、
預
貯
金
や
給
与

な
ど
を
取
り
立
て
ま
す
。

　

税
金
の
納
め
忘
れ
が
な
い
か
、
も
う
一
度

ご
確
認
い
た
だ
き
、
も
し
あ
れ
ば
早
急
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
が
困
難
な
と
き
は

　

す
ぐ
に
納
付
で
き
な
い
特
別
な
事
情
が
あ

る
人
は
、
必
ず
税
務
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間
・
納

付
猶
予
期
間
が
あ
る
皆
さ
ん
へ

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
、
納
付
猶
予
、

学
生
納
付
特
例
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
と
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
と
き
に
比
べ
、
老
齢

基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ
る
年
金
）

の
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

を
増
額
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
期
間
の
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
（
追
納
す
る
）
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
な
ど
を
受
け
た
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
の
追
納

の
場
合
、
当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

追
納
は
、
古
い
月
の
も
の
か
ら
納
め
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

申
し
込
み
の
手
続
き

　

年
金
手
帳
、
認
め
印
を
持
っ
て
、
市
民
課
、

各
支
所
ま
た
は
年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

　

60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
（
10
年
）
を
満
た
し
て
い
な
い
人
や
、

40
年
の
納
付
済
期
間
が
な
い
た
め
老
齢
基
礎

年
金
を
満
額
受
給
で
き
な
い
人
で
、
厚
生
年

金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
人
は
、

次
の
と
お
り
60
歳
を
過
ぎ
て
も
国
民
年
金
に

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
年
金
額
を
増
や
し
た
い
人
は
65
歳
ま
で
の

間
②
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
人
は

70
歳
ま
で
の
間

③
海
外
に
在
住
す
る
日
本
人
で
20
歳
以
上
65

歳
未
満
の
人

申
し
込
み
の
手
続
き

　

年
金
手
帳
、
認
め
印
、
通
帳
、
金
融
機
関

届
出
印
を
持
っ
て
、
市
民
課
、
各
支
所
ま
た

は
年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

家
屋
を
新
築
・
増
築
し
た
ら

　

税
務
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
後

日
、
税
務
課
か
ら
家
屋
評
価
の
日
時
調
整

の
連
絡
を
行
い
、
家
屋
評
価
に
伺
い
ま
す
。

家
屋
評
価
で
は
間
取
り
や
仕
上
げ
を
確
認

し
、
評
価
額
を
算
出
し
ま
す
。
固
定
資
産

税
は
翌
年
度
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
、

家
屋
の
所
有
者
が
変
わ
っ
た
と
き

　

家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し

た
と
き
は
、「
家
屋
滅
失
届
出
書
」
を
税

務
課
ま
た
は
各
支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
売
買
・
相
続
・
贈
与
な
ど
に

よ
り
家
屋
の
所
有
者
が
変
更
し
た
と
き
は

「
名
義
人
変
更
届
出
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
移
転
登
記
を
し
た
場
合
は
、
法
務
局
か

　

ら
通
知
が
あ
る
の
で
提
出
不
要
で
す
。

土
地
の
使
用
状
況
が
変
わ
っ
た
ら

　

家
屋
の
用
途
変
更
で
土
地
の
使
用
状
況

が
住
宅
用
地
か
ら
非
住
宅
用
地
に
、
ま
た

は
非
住
宅
用
地
か
ら
住
宅
用
地
に
変
わ
っ

た
と
き
は
、「
住
宅
用
地
変
更
申
告
書
」

を
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
土
地
の
税
額
が
変
わ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※
住
宅
用
地
の
用
途
ま
た
は
家
屋
面
積
が

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
に
よ
り
変
わ

っ
た
場
合
は
、
市
条
例
に
よ
り
そ
の
旨

を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国民年金のお知らせ ▲

問い合わせ　　　　　　市民課　☎７３－３００５　　　
善通寺年金事務所　☎０８７７－６２－１６６２

見逃しません！滞納 “差し押さえ” です

▲

問い合わせ　税務課　☎7３－3006

くらしくらし

くらし 固定資産に異動があったときは届け出が必要です

▲

問い合わせ　税務課　☎7３－3006

勤務先への給与照会や、給与などの差し押さえを
積極的に行います。

　

新
総
合
計
画
の
計
画
期
間
満
了
に
伴

い
、
新
た
に
第
２
次
総
合
計
画
を
策
定
す

る
た
め
、
計
画
の
内
容
を
審
議
す
る
委
員

を
次
の
と
お
り
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
人
数　

３
人

応
募
資
格

　

市
内
に
在
住
し
、
市
の
ま
ち
づ
く
り
に

熱
意
が
あ
り
、
８
回
程
度
の
会
議
に
参
加

で
き
る
人
（
公
務
員
お
よ
び
他
の
審
議
会

委
員
は
除
く
）

任
期　

平
成
29
年
９
月
下
旬
か
ら

　
　
　

平
成
31
年
3
月
下
旬
ま
で

報
酬　

４
，
０
０
０
円
／
半
日

応
募
方
法

　

応
募
申
込
書
１
部
と
論
文
を
田
園
都
市

推
進
課
に
提
出
（
持
参
・
郵
送
・
メ
ー

ル
）
し
て
く
だ
さ
い
。
応
募
申
込
書
と
論

文
原
稿
の
様
式
は
、
田
園
都
市
推
進
課
で

配
布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

※
論
文
の
テ
ー
マ
は
、
応
募
者
自
ら
が
実

践
お
よ
び
活
動
研
究
し
、
今
後
10
年
間

の
市
の
ま
ち
づ
く
り
で
取
り
組
み
た
い

こ
と
。
文
字
数
は
８
０
０
字
か
ら
１
０

０
０
字
ま
で
と
し
ま
す
。

応
募
締
切　

９
月
11
日
（
月
）
必
着

選
考
方
法

　

書
類
審
査
し
、
結
果
を
応
募
者
全
員
に

書
面
で
通
知
し
ま
す
。

三豊市総合計画審議会の公募委員を募集しています

▲

問い合わせ　田園都市推進課　☎7３－3011

申
し
込
み
の
手
続
き

申
し
込
み
の
手
続
き

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

無
料
年
金
相
談

●
日
時
・
場
所

9
月
13
日
（
水
）
三
豊
市
役
所
西
館

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
持
っ
て
い
く
も
の

　

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
な
ど
の
ほ
か
、

相
談
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

も
の
。
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
お
よ

び
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
も
の
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
高
松（
オ
フ
ィ
ス
）

☎
0
8
7
（
8
1
1
）
6
0
2
0

納
税
通
知
書
送
付

督
促
状
・
催
告
書
の
送
付

財
産
調
査

滞
納
処
分
（
差
し
押
さ
え
）

取
り
立
て
・
税
金
に
充
当

納
期
限
を
過
ぎ
る
と

納
付
が
な
い
と

完
納
に
な
ら
な
い
と

本人の承諾を
必要としません

滞
納
整
理
の
流
れ

滞
納
整
理
の
流
れ

募集

募
集
人
数

応
募
資
格

応
募
方
法

応
募
締
切

選
考
方
法

報
酬

任
期


